
注意報
レベル

開　始
基準値

終　息
基準値

基準値

内科・小児科
定点

インフルエンザ 30.0 10.0 10.0 5 2 0 .29 ↓ - - 2 0.40 ↗ －

RS － － － 18 30 7 .50 ↗ － 27 13 4 .33 ↓ －

咽頭結膜熱 3.0 1.0 － 2 1 0 .25 ↓ － 8 5 1.67 ↓ －

A群溶血性
ﾚﾝｻ球菌咽頭炎

8.0 4.0 － 7 8 2 .00 ↗ － 12 4 1 .33 ↓ －

感染性胃腸炎 20.0 12.0 － 23 15 3 .75 ↓ － 4 5 1.67 ↗ －

水痘 2.0 1.0 1 .0 1 - - ↓ － 1 2 0.67 ↗ －

手足口病 5.0 2.0 － 11 4 1 .00 ↓ － 20 22 7 .33 ↗ ◎

伝染性紅斑 2.0 1.0 － 28 10 2 .50 ↓ ◎ 2 - - ↓ －

突発性発疹 － － - 1 2 0 .50 ↗ － - - - → －

ヘルパンギーナ 6.0 2.0 － 10 15 3 .75 ↗ - 2 1 0.33 ↓ －

流行性耳下腺炎 6.0 2.0 3 .0 - - - → - - - - → -

急性出血性結膜炎 1.0 0.1 － - - - → －

流行性角結膜炎 8.0 4.0 － 2 1 1 .00 ↓ －

細菌性髄膜炎 － － － - - - → － - - - → －

無菌性髄膜炎 － － － - - - → － - - - → －

マイコプラズマ肺炎 － － － - - - → － - - - → －

クラミジア肺炎 － － － - - - → － - - - → －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － - - - → － - - - → －

インフルエンザ
入院報告

－ － － - - － －

－ － － 108 88 ↓ 76 54 ↓

前週
報告数
（人）

今週
報告数
（人）

定点種別 対象疾患

警報レベル 川薩保健所管内 出水保健所管内

小児科定点

眼科定点

今週
報告数
（人）

定点
報告数

前 週
からの
増 減

警　報
注意報

前週
報告数
（人）

基幹定点

報　告　数　合　計

＜注意報・警報＞
　・川薩保健所管内　伝染性紅斑の警報が５週連続継続中。
  ・出水保健所管内　手足口病の警報警報が３週連続継続中。

＜全数報告＞
  ・川薩保健所管内　　結核（無症状病原体保有者２人）
　・出水保健所管内　　レジオネラ症（患者１人）

＜インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等＞
　・川薩保健所管内　　なし
　・出水保健所管内　　なし

定点
報告数

前 週
からの
増 減

警　報
注意報

定点報告数



29週 30週 31週 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週

内科・小児科
定点

　インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 - - - 0.33 - 0.71 - - 0.71 0.29

　ＲＳウイルス感染症 - - 0.25 - .- 0.33 0.25 0.75 5.75 6.50 4.50 7.50

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 - 0.75 0.50 0.50 0.33 0.25 - 0.50 0.25 0.50 0.25

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 - 0.75 0.75 1.75 0.67 1.25 0.75 2.50 0.75 1.75 2.00

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 - 1.75 1.25 2.75 2.33 2.75 2.25 2.25 3.75 5.75 3.75

　水痘 2.00/1.00 1.00 0.25 0.25 0.75 1 .33 - 0.25 - 0.25 0.25 -

　手足口病 5.00/2.00 - 1.75 1.75 4.50 2.67 1.00 1.25 0.75 1.25 2.75 1.00

　伝染性紅斑 2.00/1.00 - 1.00 1.00 1.00 2 .33 0.75 3 .75 7.00 8 .00 7.00 2.50

　突発性発疹 - - 0.75 1.00 1.25 1.00 - 0.25 0.75 0.50 0.25 0.50

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 - 0.75 0.75 1.25 1.33 0.50 0.75 1.75 3.25 2.50 3.75

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 - - - - 0.25 - - - - -

  急性出血性結膜炎 1.00/0.1 - - - - - - - - - - -

  流行性角結膜炎 8.00/4.00 - 4.00 1.00 5.00 3.00 3.00 5.00 1.00 - 2.00 1.00

細菌性髄膜炎 - - .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

無菌性髄膜炎 - - - - - - - - - - - -

マイコプラズマ肺炎 - - - - - - - - - - - -

クラミジア肺炎 - - - - - - - - - - - -

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

- - - - - - - - - - - -

29週 30週 31週 32週 33週 34週 35週 36週 37週 38週
内科・小児科
定点

　インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 0.20 - - - - - - - - 0.40

　ＲＳウイルス感染症 - - - 0.67 2.00 0.33 1.33 5.33 5.00 9.00 4.33

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 - 0.67 1.67 - 2.00 - 2.33 1.33 1.00 2.67 1.67

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 0.67 1.67 0.67 1.33 2.67 2.00 3.67 2.67 4.00 1.33

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 - 1.33 1.00 0.67 0.33 2.00 - - 0.67 1.33 1.67

　水痘 2.00/1.00 1.00 - 0.33 - - 0.33 - - 0.67 0.33 0.67

　手足口病 5.00/2.00 - 1.33 1.33 2.33 2.00 - 0.33 4.00 5 .67 6.67 7 .33

　伝染性紅斑 2.00/1.00 1.67 1 .00 2.00 1 .67 0.67 1.33 1.33 1.00 0.67 -

　突発性発疹 - - 1.00 0.33 - 1.00 - - 0.33 0.67 - -

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 - 1.00 0.67 0.33 1.00 - - - 0.67 0.67 0.33

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 - - - 0.33 0.33 - - 0.33 - -

細菌性髄膜炎 - - - - - - - - - - - -

無菌性髄膜炎 - - - - - - - - - - - -

マイコプラズマ肺炎 - - - - 2.00 - 1.00 - - - - -

クラミジア肺炎 - - - - - - - - - - - -

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

- - 1.00 - 1.00 - - - - - - -

小児科定点

眼科定点

定点種別

注意報
基準値

基幹定点

小児科定点

基幹定点

警報/終息

基準値

出水保健所管内推移
（定点報告数）

基幹定点（報告数掲載）

川薩保健所管内推移
（定点報告数）

基幹定点（報告数掲載）

定点種別 疾病

注意報
基準値

疾病
警報/終息

基準値

警報発令中 注意報発令中



（注意報・警報）

○伝染性紅斑について
【警報開始基準値 ２．０， 警報終息基準値 １．０】

（第３８週は川薩・出水のみ掲載）
第３８週の伝染性紅斑の発生状況は，川薩

保健所管内からは，１０名（定点あたり報告数
２．５０ ）の報告がありました。
５週連続の警報です。患者の報告は減少して
るものの引き続き感染の予防をお願いします。

出水保健所管内からは，報告はありません
でした。

注 意）
伝染性紅斑は，ヒトパルポウイルスＢ19を病

原体とし，幼児，学童の小児を中心にみられる
流行性の発疹性疾患です。

両頬がリンゴのように赤くなることから「リン
ゴ病」と呼ばれています。
一般的な予防対策として，手洗い，うがい，

咳エチケットを心がけることが重要です。

○手足口病について
【警報開始基準値 ５．０， 警報終息基準値 ２．０】

（第３８週は川薩・出水のみ掲載）
第３８週の手足口病の発生状況は，川薩保

健所管内からは４名（定点当たり報告数 １．
００）の報告がありました。

出水保健所管内からは２２名（定点あたり報
告数 ７．３３）の報告がありました。患者の報
告が毎週増えています。
３週連続の警報です。感染の予防をお願いしま
す。

注 意）
手足口病は，水疱性の発疹を主症状とした

急性ウイルス感染症です。

一般的な予防対策として，患者に近づかな
い，手洗いの励行を心がけることが重要です。



厚生労働省では，毎年１０月は「臓器移植普及推進月間」として、臓器
移植の一層の定着・推進を図るため、広く国民に対して臓器移植の現状を
周知するとともに、移植医療に対する理解と協力のための普及啓発を行っ
ております。

平成２２年７月１７日に全面施行された改正臓器移植法において、国及
び地方公共団体は、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を
講ずるものとするとの規定が設けられ、一層の普及啓発への取組が求めら
れるところです。

このため、「臓器移植普及推進月間」を設け、広く国民に対して、臓器
移植の現状を周知するとともに、臓器移植に対する理解と協力を得るため
の普及啓発を行うものです。

〇 １０月は「臓器移植普及推進月間」です。



リーフレットのリンク先 https://www.jotnw.or.jp/jotnw/pdf/material02cardleef.pdf


